
都市公園に設ける運動施設の敷地面積割合の緩和について 

 
平成２７年７月１６日 

岐阜県清流の国推進部地域スポーツ課 
 
１ 提案概要 

   都市公園法（以下「法」という。）第４条に定められる公園施設の設置基準について、

同法施行令（以下「令」という。）第８条に定められる、都市公園に設ける運動施設の

敷地面積の総計は、当該都市公園の敷地面積の百分の五十をこえてはならないという

基準を、法第４条第１項に定められている都市公園に公園施設として設けられる建築

物の建築面積の割合と同様に 参酌基準とし、地域の実情に応じた運営ができるよう、

「地方公共団体の条例で定める範囲」とすることを求める もの。 
 
２ 現状及び課題 

（１）岐阜メモリアルセンターは、スポーツのみならず、周辺他施設と合わせ、歩いて行

ける距離のエリアで、スポーツ、文化・産業イベント、コンベンションが同時に開催

できる大型複合施設の集積群「世界イベント村」構想の中核として、平成３年に県都

岐阜市の中心市街地に１１の運動施設を有する総合運動施設として整備 され、以降、

県内スポーツの先導的な役割を果たす中核施設として、全国・国際大会、プロスポー

ツ等が開催できる高い水準を持った施設として整備してきた。 
（２）しかし、同センターは、建築から２０年以上が経過し、老朽化による改修に加え、

競技施設基準の改正等による競技環境の変化により、不足する機能を改修しなければ

トップレベルの施設水準を保つことができない状態である。 
（３）また、岐阜県では 岐阜県版まち・ひと・しごと総合戦略である「清流の国ぎふ創生

総合戦略」を検討しており、スポーツによる地域活性化を地方創生の主要施策の一つ

として掲げている。（資料①） 
   また、平成２７年３月に、「清流の国ぎふスポーツ推進計画」を策定し、２０２０年

東京オリンピックに向けて、スポーツ振興及びスポーツによる地域活性化を目標とし

た「スポーツ立県・ぎふ」をスローガンに推進している。（資料②） 
（４）これらの目標の実現において、岐阜メモリアルセンターは最も中心的な施設であり、

今後も、国際大会等の開催が可能なトップレベルのスポーツ実施環境を整備し、かつ

バリアフリーやユニバーサルデザイン化により、障がい者スポーツの推進及び誰もが

スポーツに参加できる環境の実現を求められている。 
（５）しかし、市街地の中心に位置していることや野球場等の大型運動施設を含めた多数

の施設が集積していることにから、都市公園面積にかかる建築面積及び運動施設の敷

地面積が上限近くまで達しており、建築面積を緩和したとしても、敷地面積の基準に

抵触し、改修が行えない状況にある。 
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３ 具体的な支障事例 

（１）都市公園における運動施設の面積の割合は、令第８条において都市公園の敷地面積

の１００分の５０以下とされているところ、岐阜メモリアルセンターの運動施設の面

積の割合は、４９．９６７％まで達している。（資料③） 
（２）支障事例  

①大会等の運営にかかる諸室の不足 
現有建物は、建築面積割合の関係から規模が小さく、不足する機能を追加する場

所を確保できないため、施設の増築又は施設近隣に新設する必要がある。しかし、

建築面積や運動施設面積の割合の関係から、大会等運営に使用している部屋を改修

して、現有建物内で無理矢理整備しなければならない状況にある。 
   ア 各競技施設にドーピングコントロール室が無い（６３㎡×５施設=３１５㎡） 
     ドーピングコントロール室は、施設内で退場動線からアクセスしやすい位置に、

プライバシーを確保した検査室を設けなければならないが、増築が出来ないこと

から、場外に仮設若しくは他の部屋に機材を持ち込み、検査室として割り当てて

いる。 
長良川競技場において、諸室を改修しドーピングコントロール室を設置するが、

このことにより大会運営に必要な１室が利用できなくなるとともに、対象の多い

陸上競技においては、別途大会運営に必要な部屋を待合室に占用しなければなら

ない状況にある。 
   イ イベント運営に必要な諸室が無い（１２０㎡×１施設=１２０㎡） 

全県的・国際的大会やプロスポーツの試合においては、大会本部の他、各業務

スタッフの待機場所、救護室、セレモニー出場者待機場所、記者会見場等が必要

となるが、諸室が少なくテント等を用いて対処している。 
②屋外トイレの不足（７０㎡×２ヶ所=１４０㎡） 

建築面積及び敷地割合の関係から、屋外トイレが少ない。特に混雑する日にあっ

ては、周辺駐車場での立小便の苦情が出ている。 
また、障がい者に対応したトイレの個数、スペース、位置が適切ではなく、今後

増加すると考えられる障がい者スポーツ大会の実施に支障が予想される。 
③エレベーターの不足（１６㎡×５ヶ所=８０㎡） 

    各施設屋内にエレベーターやエスカレーターがあるが、障がい者には使いにくい。

屋外エレベーターは一か所しかなく、各施設の観客席に行くには、長大なスロープ

を上るしかない状況にある。 
④屋内５０ｍプール 

昨今の国際大会では、屋内の５０ｍプールで大会が実施されており、大会の誘致

及びオリンピックの合宿誘致において、開催地選定の重要な要素となっている。 
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４ 今後の整備予定 

屋内５０ｍプールのように大規模な改修は、施設そのものの在り方を検討し、新設・

改築として対応すべきものであると考え、これらを除き、具体的に使用状況に合わせ

改修しなければならない設備を改修したいと考えている。 
・各施設のドーピングルームの設置（６３㎡×５施設=３１５㎡） 
・陸上競技場の記者会見場、記者室の設置（１２０㎡×１施設=１２０㎡） 
・屋外トイレの増設（７０㎡×２ヶ所=１４０㎡） 
・屋外エレベーターの設置（１６㎡×５ヶ所=８０㎡） 

 
５．都市公園法の趣旨と規制の緩和 

（１）運動施設が敷地面積の５０％を超えないよう義務付けているのは、一般の人が自由

に休息、散歩等の利用ができるオープンスペースを確保する必要性によるものである

ことから、この 制限を参酌し緩和するとしても、運動施設の適切な配置に伴い当然生

じてくるスペースや緑地帯・通路の確保、更には運動施設を訪れる人の滞留スペース

ともなる広場の設置を考えると、運動施設の敷地面積割合が過大となるとは考えられ

ない。運動施設以外の公園を利用する方にも配慮したうえで、必要最低限の要件緩和

を行うものである。 
   都市公園は多くの県民が利用するものであり、どのような機能があるべきかは設置

の目的や周辺施設の状況、住民ニーズを踏まえ、地域自らが判断していくべきと考え、

参酌基準化、条例委任を提案している。 
（２）「参酌して条例で定める」とは、法令による参酌すべき基準を十分参照した結果とし

て定めなければならないもので、条例で定めた基準について説明責任を有することと

なり、必要性が説明できる必要最低限の緩和しか認められないもの と考えている。 
（３）改修が求められる施設の面積の合計は、６５５㎡で、改修に伴い増加する割合は、 
   （６５５㎡＋１１５，７５９㎡）/ ２３１，６６９＝５０．２５％ 
  である。 
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